
知的財産（権）とは？・・・ 発明やデザイン、ロゴマーク、蓄積された技術、営業上のノウハウ等

価値ある情報が知的財産です。また、知的財産を生み出した人の財産権として、法律で一定期間保護さ

れる権利が知的財産権（特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権など）です。

INPIT茨城県知財総合支援窓口

茨城県知財相談窓口令 和
7年度

会場のご案内 秘密厳守相談無料

相談例

 知的財産の概要が知りたい

 特許や商標を出願したい

 情報漏洩防止のための営業秘密管理

規程を策定したい

 他社と共同開発をするため、秘密保持

契約を締結したい など。

臨時窓口
下館商工会議所内

臨時窓口
つくば研究支援センター内

臨時窓口
日立地区産業支援
センター内

常設窓口
ひたちなかテクノセンター内

ＩＮＰＩＴ(インピット)は、特許庁と連携しながら
企業における知的財産活用を支援する公的機関です。

県内5か所のいずれの
会場でもご相談可能です。

解決策をアドバイス！

臨時窓口
茨城県産業会館
いばらき中小企業グローバル推進機構
茨城県よろず支援拠点内

水戸会場

つくば会場

日立会場

筑西会場
ひたちなか会場



● お問合せ先

INPIT茨城県知財総合支援窓口
（ひたちなか会場）

ひたちなか市新光町３８番地 ひたちなかテクノセンター１階

T E L ：０２９-２６４-２２３７

E-mail ： chiteki＠htc.co.jp
U R L :https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ibaraki/

筑西会場
[13：00～16：00]

つくば会場
[9：00～17：00]

日立会場
[13：00～16：00]

水戸会場
[13：00～17：00]

開催月

[相談時間]

11日 （金）17日 （木）15日 （火）8日 （火）7月

8日 （金）21日 （木）19日 （火）12日 （火）8月

12日 （金）18日 （木）16日 （火）9日 （火）9月

10日 （金）16日 （木）21日 （火）14日 （火）10月

14日 （金）20日 （木）18日 （火）11日 （火）11月

12日 （金）18日 （木）16日 （火）9日 （火）12月

9日 （金）15日 （木）20日 （火）13日 （火）1月

6日 （金）19日 （木）17日 （火）10日 （火）2月

24日 （火）19日 （木）17日 （火）10日 （火）3月

下館商工会議所内

（筑西市田中丙360

スピカ6階）

㈱つくば研究支援

センター内

（つくば市千現2-1-6）

(公財)日立地区産業

支援センター内

(日立市西成沢町2-20-1)

茨城県産業会館
（公財）いばらき中小企業

グローバル推進機構

茨城県よろず支援拠点内

(水戸市桜川2-2-35)

実施場所

● 常設窓口会場
ひたちなか会場

場所：ひたちなかテクノセンター内１階

（ひたちなか市新光町３８番地）

月曜日～金曜日 （祝日、年始年末を除く）

9:00 ～17:30 （12：00～13：00除く）

● 臨時窓口会場

知財に関する様々な
ご相談に応じており
ますので、お気軽に
ご連絡ください。

開催場所及び開催予定日

(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)事業

ご注意：相談は事前予約制ですので、御相談を希望される方は、お問合せ先にお電話ください。
ご予約が無い場合や環境変化、その他都合により開催日を変更又は中止にする場合があります。


